
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２２年６月２４日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９広第２７３号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年９月１６日 ０１時３４分ごろ 

発生場所 島根県松江市七類
しちるい

港北西方沖 七類港九
く

島
しま

灯台から真方位３１４°３.３

海里付近 

（概位 北緯３５°３６.９′ 東経１３３°１２.９′） 

事故等調査の経過  平成２１年１０月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 ASIAN
アジアン

 CYGNUS
シ グ ナ ス

（大韓民国）、３,１６０トン 

  ８４０４１１１（IMO番号）、HEUNG-A SHIPPING CO.LIMITED 

Ｂ 漁船 信
しん

栄
えい

丸、４.８７トン 

  ＳＮ３－１４３８４（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 二等航海士、二等級航海免状（大韓民国発給） 

Ｂ 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷側船首部に擦過傷 

Ｂ 船首部にき
．
裂 

 事故等の経過  Ａ船は、船長ほか１５人が乗り組み、七類港北西方沖を西進中、Ｂ船

は、船長１人が乗り組み、南進中、平成２１年９月１６日０１時３４分ご

ろＡ船の右舷側船首部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２ 

あり 分析 乗組員等の関与 

なし 船体・機関等の関与 

なし 気象・海象の関与 

Ａ船は、七類港北西方沖を西進中、航海士Ａ

が、右舷船首方に接近するＢ船を認めたが、右転

するなどＢ船との衝突を避けるための動作をとら

なかった可能性があると考えられる。 

判明した事項の解析 

Ｂ船は、南進中、船長Ｂが、目視及びレーダー

を活用するなどの見張りを行わなかったので、左

舷船首方に接近するＡ船に気付かなかった可能性

があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、七類港北西方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船が南進

中、Ａ船がＢ船との衝突を避けるための動作をとらずに航行し、また、Ｂ

船が見張りを行わずに航行したため、両船が衝突したことにより発生した

可能性があると考えられる。 

 

 




